
１　諮問の取下げ　※法務文書課説明

№ 担当課室名 事務の名称 予定時間 説明順

1 在宅療養推進課

高知県における認知症又は認知
症の疑いがある行方不明高齢者
の早期発見に向けた連携推進に
関する協定（案）

１３：３５～ ①

２　個人情報のオンライン結合による提供に関する事項（諮問）

№ 担当課室名 事務の名称
システム等の名称

（提供先）
理由又は必要性

意見聴取
予定時間

説明順

1 危機管理・防災課
災害時における人的被害情報に
関する事務

高知県ホームページ
（不特定多数）

災害発生時に、人的被害に関する安否不明者、行方不明者及び死者の情報
を高知県ホームページに掲載して、広く県民に公表し、情報提供を求めるなど
して、捜索活動や人命救助活動の効率化・円滑化につなげるとともに、二次被
害の被害防止等を図るため。

１３：４０～ ②

３ 個人情報保護法改正に伴う個人情報保護法施行条例制定について（報告）
№ 担当課室名

1 法務文書課

４　個人情報のオンライン結合による提供の制限に関する事項（報告）

№ 担当課室名 事務の名称
システム等の名称

（提供先）
理由又は必要性

1 雇用労働政策課
高知県外国人生活相談センター
に関する用務

ホームページ閲覧者（不特定多数）
外国人生活相談センター愛称表彰式の様子を掲載し、県民の皆様に当該セン
ターの存在を知っていただくため。

2 自然共生課
四国カルスト県立自然公園「カ
ルスト学習館」愛称募集に関す
る事務

ホームページ（不特定多数）
「カルスト学習館」の愛称の受賞者を受賞作品とともにオンライン提供により広
く公表することで、県民に当該施設に対する興味や関心を持ってもらうととも
に、愛称を浸透させるため。

3 高知県立図書館
オーテピア高知図書館（県立図
書館）の広報に関する事務

ホームページ・ＳＮＳ（Facebook、
Twitter）閲覧者（不特定多数）

図書館で行う行事や研修等を様々な広報ツールを活用してPRすることにより、
図書館のサービス・取組等への関心を高め、利活用の促進を図るため。
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取下げを行う諮問事項

１　要配慮個人情報の収集の制限の例外に関する事項
２　個人情報の本人収集の原則の例外に関する事項
３　個人情報の目的外提供の制限の例外に関する事項

報告事項 備考

個人情報保護法改正に伴う個人情報保護法施行条例制定

備考
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4 交通運輸政策課 公共交通の広報に関する事務 ホームページ閲覧者（不特定多数）
「高知の公共交通応援キャンペーン」の受賞者と受賞作品の情報をホーム
ページに公表することで、県民の方々に対して公共交通への興味や関心を
持ってもらうとともに、公共交通の利用促進・啓発を促す契機とするため。

5 高知県立図書館
オーテピア高知図書館（県立図
書館）の広報に関する事務

ホームページ・ＳＮＳ（Facebook、
Twitter）閲覧者（不特定多数）

オーテピア（オーテピア高知図書館含む）来館者○○○万人という節目となるト
ピックスをＳＮＳ等を用いてタイムリーかつ適正に広報することにより、図書館
のサービス・取組等への関心を高め、利活用の促進を図るため。

6
南海トラフ地震対策
課

南海トラフ地震対策啓発ポス
ター・標語コンクール運営業務
に関する事務

ホームページ・ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）閲覧者
（不特定多数）

受賞作品の審査・表彰・展示及び受賞作品を防災啓発活動に活用するため。

7 健康対策課
放射線被ばくを理解するための
シンポジウムに関する事務

ホームページ・ＳＮＳ（You Tube）閲
覧者（不特定多数）

シンポジウムの信頼性を高め効果的な集客を行うために、高知県庁ホーム
ページ上にチラシを掲載する。また、一人でも多くの県民に放射線被ばくを理
解していただくため、開催当日にシンポジウムをYouTubeにて生配信する。

8 大阪事務所
高知県大阪事務所Facebook、
Instagram、HPによる広報に関
する事務

ホームページ・ＳＮＳ閲覧者（不特
定多数）

高知県大阪事務所Facebook及びInstagramの投稿並びにHPの掲載をする際
に、写真等を用いることでより効果的な広報を行うため。

9 地産地消・外商課
高知家公式のホームページ、
Facebook、Twitter、Instagram
による広報に関する事務

ホームページ・ＳＮＳ閲覧者（不特
定多数）

高知家公式のホームページ、Facebook、Twitter、Instagramに投稿する際に、
写真等を用いることでより効果的な広報を行うため。

10 広報広聴課
知事広聴業務（座談会等）に関
する事務

ホームページ・ＳＮＳ閲覧者（不特
定多数）

座談会や県内各地の視察の実施後、活動状況を県ＨＰを通して県民の皆さま
に広く広報するため。

11 大阪事務所
高知県大阪事務所Facebook、
Instagram、LINE、HPによる広報に
関する事務

ホームページ・ＳＮＳ閲覧者（不特
定多数）

高知県大阪事務所Facebook、Instagram及びLINEの投稿並びにHPの掲載をす
る際に、写真等を用いることでより効果的な広報を行うため。
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